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○
国
土
交
通
省
告
示
第

号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
内
に
お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
外
壁
及
び
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の

耐
力
を
有
す
る
門
又
は
塀
の
構
造
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年

月

日

建
設
大
臣

林

寛
子

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
外
壁
及
び
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
並
び
に

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
門
又
は
塀
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂

災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域

以
下

特
別
警
戒
区
域

と
い
う

内
に
お
け
る
居
室
を
有
す
る
建
築
物
の
外
壁
及
び
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分

当

（

「

」

。）

（

該
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害

防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
度
政
令
第

号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
土
石
等
の
高
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さ
又
は
土
石
流
の
高
さ
（
以
下
「
土
石
等
の
高
さ
等
」
と
い
う

）
以
下
の
部
分
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別
警
戒
区
域
に
係
る
同

。

法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
（
以
下
第
四
に
お
い
て
単
に
「
自
然
現
象
」
と
い
う

）
に

。

よ
り
衝
撃
が
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
外
壁
等
」
と
い
う

）
の
構
造
方
法
並
び
に
当
該
構
造
方
法
を

。

用
い
る
外
壁
等
と
同
等
以
上
の
耐
力
を
有
す
る
門
又
は
塀
の
構
造
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一

外
壁
等
に
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
の
崩
壊
（
以
下
単
に
「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
」
と
い
う

）
に
よ
り
想
定

。

さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
構
造
方
法
は
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
方
法

イ

外
壁
が
控
壁
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
壁
並
び
に
当
該
外
壁
を
支
え
る
控
壁
及
び
基
礎
を

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

１

外
壁
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
換
気
口
を
設
け
、
そ
の

(2)
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周
囲
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
補
強
筋
を
配
置
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
セ
ン

(3)
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(4)

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
一
に
掲
げ
る
当
該
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お

(5)
い
て
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
同
令
第
四
条
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
急
傾
斜
地
の

崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
う

ち
最
大
の
も
の
（
以
下
「
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
」
と
い
う

）
及
び
当
該
力
が
建
築
物
に

。

作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ
（
以
下
「
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
」
と
い
う

）
並
び
に
当
該
構
造
方
法
を

。

用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
表
二
に

掲
げ
る
当
該
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
同
令
第
四
条
第
一
号

ハ
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
伴
う
土
石
等
の
堆
積
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る

（

「

」

部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
う
ち
最
大
の
も
の

以
下

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
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と
い
う

（
外
壁
の
高
さ
が
当
該
土
石
等
の
高
さ
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
最
大
の
力
の
大
き
さ
は
、
当
該
最

。）

大
の
力
の
大
き
さ
に
当
該
外
壁
の
高
さ
を
乗
じ
当
該
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
で
除
し
た
も
の
と
す
る

）
及
び

。

当
該
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
等
の
高
さ
（
外
壁
の
高
さ
が
当
該
土
石
等
の
高
さ
未
満
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
外
壁
の
高
さ
と
す
る
も
の
と
し
、
以
下
「
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
」
と
い
う

）
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

。

れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
鋼
材
は
、
昭
和
五
十
五
年
建

設
省
告
示
第
千
七
百
九
十
四
号
第
一
に
規
定
す
る
異
形
鉄
筋
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ａ
又
は
Ｓ
Ｄ
二
九
五
Ｂ
を
用
い
る
も
の

と
し
、
そ
の
他
の
異
形
鉄
筋
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
異
形
鉄
筋
の
基
準
強
度
で
二
九
五
（
単
位

一
平

方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
を
除
し
た
値
を
同
表
か
ら
求
め
た
数
値
に
乗
じ
た
値
以
上
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
同
じ
。

で
求
め
た
配
筋
の
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
は
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
以
上
の
高
さ
と
す
る
こ

( )6

(5)
と
。

表
一

移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
の

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和



- 5 -

（

）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

部
分
の
高
さ

単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

一･
〇
以
下

一･

〇
以
下

p

0.069

を
超
え
二
・
〇
以

一
・
〇

下一･

〇
以
下

p
一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0.113

を
超
え
二
・
〇
以

p

一
・
〇

0.047

下一･

〇
以
下

p

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

0.153

を
超
え
二
・
〇
以

p

一
・
〇
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0.062

下一･

〇
以
下

p

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

0.179
を
超
え
二
・
〇
以

p

一
・
〇

0.078

下一･

〇
以
下

p
四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

0.212

を
超
え
二
・
〇
以

p

一
・
〇

0.092

下こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

表
二

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
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（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

w

0.159

w

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0.107

w

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

0.084

w

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

0.074

w

四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

0
.
0
6
8

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w
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補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
。

(7)
２

控
壁
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

控
壁
は
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
す
る
外
壁
の
裏
面
に
当
該
外
壁
に
対
し
垂
直
に
設

(3)

、

。

け
る
も
の
と
し

当
該
控
壁
の
高
さ
は
１
の
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と

控
壁
が
外
壁
に
接
着
す
る
部
分
の
中
心
距
離
は
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(4)

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
三
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力

(5)
の
大
き
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
並
び
に
当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
長
さ

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
表
四
に
掲
げ
る
土
石
等
の
堆
積
に
よ

る
最
大
の
力
の
大
き
さ
、
同
表
に
掲
げ
る
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
当
該
構
造
方
法
を
用
い

る
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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表
三

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

p

0.380D

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

p

0.050D

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p

D

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

D

表
四

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
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一
・
〇
以
下

w

1.291D

w

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0.180D

w

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

0.067D

w

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

0.035D

w

四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

0.021D

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

D

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w

当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

D
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厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
の
場
合
に
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

( )6
以
上
と
す
る
こ
と
。

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
。

(7)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(8)
３

基
礎
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

立
ち
上
が
り
部
の
厚
さ
は
、
外
壁
及
び
控
壁
の
厚
さ
以
上
と
す
る
こ
と
。

(3)

底
盤
の
厚
さ
は
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(4)

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
五
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の

(5)
大
き
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値

以
上
で
、
か
つ
、
表
六
に
掲
げ
る
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
堆
積
す
る
土

石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
横
に
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ

( )6
と
。

表
五

移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

p

0.249

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

p

0
.
0
4
0

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

表
六

基
礎
の
底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
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（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

w

0.159

w

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0.107

w

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

0.084

w

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

0.074

w

四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

0
.
0
6
8

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w
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、

。

ロ

外
壁
が
控
壁
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
の
構
造
方
法
と
す
る
こ
と

１

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
２
に
よ
る
も
の
を
除
く

）
と
す
る
場
合
に
あ
っ

。

て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法

外
壁
の
構
造
方
法
は
第
一
号
イ
１
に
よ
る
こ
と
。

(1)

階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

柱
及
び
は
り
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
柱
及
び
は
り
の
寸
法
並
び
に
柱

(3)
の
引
張
鉄
筋
の
比
（
柱
の
軸
と
垂
直
な
断
面
に
お
い
て
、
柱
に
外
力
が
加
わ
っ
た
場
合
に
引
張
力
が
生
じ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
鉄
筋
の
中
心
を
通
る
直
線
と
、
当
該
直
線
か
ら
最
も
離
れ
た
当
該
断
面
の
端
部
の
直
線
と
で
は
さ
ま
れ
た

部
分
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
積
に
対
す
る
引
張
力
が
生
じ
る
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同

じ

）
及
び
は
り
の
引
張
鉄
筋
の
比
（
は
り
の
軸
と
垂
直
な
断
面
に
お
い
て
、
は
り
に
外
力
が
加
わ
っ
た
場
合
に

。
引
張
力
が
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
鉄
筋
の
中
心
を
通
る
直
線
と
、
当
該
直
線
か
ら
最
も
離
れ
た
当
該
断
面
の
端
部
の

直
線
と
で
は
さ
ま
れ
た
部
分
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
積
に
対
す
る
引
張
力
が
生
じ
る
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
の
割

合
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
、
次
の
表
七

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同

。

(い)



- 15 -

表

欄
に
掲
げ
る
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
及
び

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
、

(ろ)

(は)

(に)

か
つ
、
表
八

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
堆
積
す
る
土

(い)

(ろ)

石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
及
び

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

(は)

(に)

柱
に
用
い
る
主
筋
は
四
本
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

柱
に
用
い
る
帯
筋
の
径
は
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
間
隔
は
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ

(ﾛ)
と
。は

り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
（
は
り
の
軸
を
含
む
水
平
断
面
に
お
け
る
一
組
の
あ
ば
ら
筋
の
断
面

(ﾊ)
の
中
心
を
通
る
直
線
と
、
相
隣
り
合
う
一
組
の
あ
ば
ら
筋
の
断
面
の
中
心
を
通
る
直
線
と
で
は
さ
ま
れ
た
部
分

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
面
積
に
対
す
る
あ
ば
ら
筋
の
断
面
積
の
和
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
〇
・
二
パ

。

ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は

(ﾆ)
基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(4)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)



- 16 -

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
ば
り
の
は
り
せ
い
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
は
り
の
引
張
鉄
筋
の
比
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン

(ﾎ)
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)

表
七

(い)

(ろ)

(は)

(に)

土
石
等
の
移

移
動
す
る
土
石

柱
の
小
径

は
り
の
せ
い

柱
の
引
張
鉄
筋

は
り
の
引
張
鉄

動
に
よ
る
最

等
の
高
さ

（
単
位

セ
ン

（
単
位

セ
ン

の
比

筋
の
比

大
の
力
の
大

（
単
位

メ
ー

チ
メ
ー
ト
ル
）

チ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

パ

ー

（
単
位

パ
ー

き
さ

ト
ル
）

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）

（
単
位

一
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平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

五
〇
以
下

一
・
〇
以
下

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
六

一
・
〇
を
超
え

三
十
五

三
十
五

〇
・
四
九

〇
・
七
六

二
・
〇
以
下

五
〇
を
超
え

一
・
〇
以
下

三
十
五

三
十
五

〇
・
四
九

〇
・
七
六

一
〇
〇
以
下

表
八

(い)

(ろ)

(は)

(に)

土
石
等
の
堆

堆
積
す
る
土
石

柱
の
小
径

は
り
の
せ
い

柱
の
引
張
鉄
筋

は
り
の
引
張
鉄
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積
に
よ
る
最

等
の
高
さ

（
単
位

パ
ー

（
単
位

パ
ー

の
比

筋
の
比

大
の
力
の
大

（
単
位

メ
ー

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）

（
単
位

パ
ー

（
単
位

パ
ー

き
さ

ト
ル
）

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）

（
単
位

一

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

五
・
四
以
下

一
・
〇
以
下

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七

五
・
四
を
超

一
・
〇
以
下

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七

え
一
〇
・
八

以
下

一
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
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二
・
〇
以
下

一
〇
・
八
を

一
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

超
え
十
六
・

二
・
〇
以
下

二
以
下

二
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

三
・
〇
以
下

十
六
・
二
を

二
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

超
え
二
十
一

三
・
〇
以
下

・
六
以
下

三
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
六

〇
・
七
六

四
・
〇
以
下

二
十
一
・
六

三
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
六

〇
・
七
六

を
超
え
二
十

四
・
〇
以
下

七
・
〇
以
下

四
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
六

〇
・
七
六

五
・
〇
以
下
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二
十
七
・
〇

四
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
六

〇
・
七
六

を
超
え
三
十

五
・
〇
以
下

二
・
四
以
下

五
・
〇
を
超
え

三
十
五

三
十
五

〇
・
四
九

〇
・
七
六

六
・
〇
以
下

２

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造

方
法
と
す
る
こ
と
。

外
壁
の
構
造
は
第
一
号
イ

に
よ
る
こ
と
。

(1)

階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

外
壁
に
接
す
る
壁
柱
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(3)

壁
柱
の
長
さ
は
、
次
の
表
九

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同
表

欄
に

(ｲ)

(い)

(ろ)

掲
げ
る
移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
、
か
つ
、
表
十

欄

(は)

(い)

に
掲
げ
る
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
に

(ろ)

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

(は)
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壁
柱
の
中
心
線
間
の
距
離
は
、
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(ﾛ)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾆ)
壁
ば
り
の
せ
い
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
配
筋
は
複
筋
ば
り
と
し
、
配
筋
の
径
は
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

(4)
以
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(5)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
の
立
ち
上
が
り
高
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
引
張
鉄
筋
比
を
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

(ﾎ)
と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)
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表
九

(い)

(ろ)

(は)

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の

移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ

壁
柱
の
長
さ

力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
）

五
〇
以
下

一
・
〇
以
下

六
十

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

七
十
五

五
〇
を
超
え
一
〇
〇
以
下

一
・
〇
以
下

七
十
五

表
十

(い)

(ろ)

(は)

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ

壁
柱
の
長
さ

力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
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メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
）

五
・
四
以
下

一
・
〇
以
下

四
十
五

五
・
四
を
超
え
一
〇
・
八
以
下

一
・
〇
以
下

四
十
五

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

四
十
五

一
〇
・
八
を
超
え
十
六
・
二
以

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

四
十
五

下

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

六
十

十
六
・
二
を
超
え
二
十
一
・
六

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

六
十

以
下

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

六
十

二
十
一
・
六
を
超
え
二
十
七
・

三
・
〇
を
超
え
四
・
〇
以
下

六
十

〇
以
下

四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

七
十
五

二
十
七
・
〇
を
超
え
三
十
二
・

四
・
〇
を
超
え
五
・
〇
以
下

七
十
五

四
以
下

五
・
〇
を
超
え
六
・
〇
以
下

九
十
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二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い

て
も
破
壊
を
生
じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法

イ

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
衝
撃
の
作
用
時
又
は
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
の
作
用
時
に
、
当
該
建
築
物
の
外
壁
等
に
生
ず

る
力
を
次
の
表
十
一
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
、
当
該
外
壁
等
に
生
ず
る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材

料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
外
壁
等
（
当
該
外
壁
に
設
け
ら
れ
る
開
口
部
を
含
む

）
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確

。

か
め
る
こ
と
。

表

十

一荷
重
及
び
外
力
に
つ
い
て
想
定

一
般
の
場
合

第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

す
る
状
態

っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に

お
け
る
場
合

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
衝
撃
の

Sm
0.35

Sm
Ｇ
＋
Ｐ
＋

Ｇ
＋
Ｐ
＋

Ｓ
＋

作
用
時

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
の

＋Sa
0.35

Sa
Ｇ
＋
Ｐ

Ｇ
＋
Ｐ
＋

Ｓ
＋
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作
用
時

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｇ
、
Ｐ
、
Ｓ
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
力
（
軸
方
向
力
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、
せ
ん
断
力
等
を

Sm

Sa

い
う

）
を
表
す
も
の
と
す
る
。

。

Ｇ

第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｐ

第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｓ

第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
衝
撃
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Sm

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Sa

、

、

ロ

イ
の
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
衝
撃
力
は

土
石
等
の
高
さ
以
下
の
部
分
に
作
用
す
る
力
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
し

そ
の
数
値
は
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ

イ
の
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
力
は
、
土
石
等
の
高
さ
以
下
の
部
分
に
作
用
す
る
力
と
し
、
そ
の
数
値
は
土
石
等

の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
に
イ
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
お
け
る
土
圧
分
布
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た

。

、

、

。

も
の
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

土
圧
分
布
係
数
は

次
の
表
十
二
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
と
す
る
こ
と
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表
十
二

Hs
h

－
Hs

a

＝

＜
Ｈ
の
場
合

Hs

h
Ｈ
－

Hs
a

＝

Ｈ
の
場
合

≧
Hs

こ
の
式
に
お
い
て
、
ａ
、
Ｈ
、

及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Hs

ａ

土
圧
分
布
係
数

Ｈ

建
築
物
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
同
令
第
四
条
第
一
号
ハ
の
規
定
に
基

Hs
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
土
石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

第
二

外
壁
等
に
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
石
流
（
以
下
単
に
「
土
石
流
」
と
い
う

）
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用

。

し
た
場
合
に
お
い
て
も
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
構
造
方
法
は
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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一

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
方
法

イ

外
壁
が
控
壁
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
壁
並
び
に
当
該
外
壁
を
支
え
る
控
壁
及
び
基
礎
を

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

外
壁
の
構
造
方
法

１

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
換
気
口
を
設
け
、
そ
の

(2)
周
囲
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
補
強
筋
を
配
置
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
セ
ン

(3)

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(4)

当
該
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
三
に
掲
げ
る

(5)
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
同
令
第
四
条
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
土
石
流
に

よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ
れ
る
力
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
以
下
「
土
石
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流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
」
と
い
う

）
及
び
当
該
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合
の
土
石
流
の
高
さ
（
以

。

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ

下
「
土
石
流
の
高
さ
」
と
い
う

）。

ば
な
ら
な
い
。

表
十
三土

石
流
の
高
さ

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

p

0.069

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

p

0.047

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

p

0.038

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p
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土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

で
求
め
た
配
筋
の
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
は
土
石
流
の
高
さ
以
上
の
高
さ
と
す
る
こ
と
。

( )6

(5)補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
。

(7)
２

控
壁
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

控
壁
は
土
石
流
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
す
る
外
壁
の
裏
面
に
当
該
外
壁
に
対
し
垂
直
に
設
け
る
も
の

(3)
と
し
、
当
該
控
壁
の
高
さ
は
１
の
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
。

控
壁
が
外
壁
に
接
着
す
る
部
分
の
中
心
距
離
は
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(4)

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
四
に
掲
げ
る
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大

(5)
き
さ
、
同
表
に
掲
げ
る
土
石
流
の
高
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
一
四
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土
石
流
の
高
さ

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

p

0.380D

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

p

0.050D

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

p

0.020D

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p

D

土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
て
、

D

厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
の
場
合
に
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

( )6
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
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。

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と

(7)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(8)
３

基
礎
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

立
ち
上
が
り
部
の
厚
さ
は
、
外
壁
及
び
控
壁
の
厚
さ
以
上
と
す
る
こ
と
。

(3)

底
盤
の
厚
さ
は
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(4)

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
横
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
五
に
掲
げ
る
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大

(5)
き
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
土
石
流
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
横
に
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る

( )6
こ
と
。
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表
十
五土

石
流
の
高
さ

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下
p

0.249

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

p

0.040

二
・
〇
を
超
え
三
・
〇
以
下

p

0
.
0
1
6

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

p

土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

p

、

。

ロ

外
壁
が
控
壁
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
の
構
造
方
法
と
す
る
こ
と

１

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

と
す
る
場
合
に
あ
っ

（
２
に
よ
る
も
の
を
除
く

）。
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て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

外
壁
の
構
造
方
法
は
第
一
号
イ
１
に
よ
る
こ
と
。

(1)

階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

柱
及
び
は
り
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
柱
及
び
は
り
の
寸
法
並
び
に
柱

次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
ほ
か
、

(3)

を
、
次
の
表
十
六

欄
に
掲
げ
る
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大

の
引
張
鉄
筋
の
比
及
び
は
り
の
引
張
鉄
筋
の
比

(い)

き
さ
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
土
石
流
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
及
び

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
の

(ろ)

(は)

(に)

も
の
と
す
る
こ
と
。

柱
に
用
い
る
主
筋
は
四
本
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

柱
に
用
い
る
帯
筋
の
径
は
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
間
隔
は
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ

(ﾛ)
と
。は

り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は

(ﾆ)
基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(4)
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鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
ば
り
の
は
り
せ
い
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
引
張
鉄
筋
の
割
合
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
以

(ﾎ)
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)

表
十
六

(い)

(ろ)

(は)

(は)

土
石
流
に
よ

土
石
流
の
高
さ

柱
の
小
径

は
り
の
せ
い

柱
の
引
張
鉄
筋

は
り
の
引
張
鉄

る
最
大
の
力

（
単
位

メ
ー

（
単
位

セ
ン

（
単
位

セ

ン

の
比

筋
の
比

の
大
き
さ

ト
ル
）

チ
メ
ー
ト
ル
）

チ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

パ
ー

（
単
位

パ
ー

（
単
位

一

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）
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平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

五
〇
以
下

一
・
〇
以
下

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
六

一
・
〇
を
超
え

三
十
五

三
十
五

〇
・
四
九

〇
・
七
六

二
・
〇
以
下

五
〇
を
超
え

一
・
〇
以
下

三
十
五

三
十
五

〇
・
四
九

〇
・
七
六

一
〇
〇
以
下

２

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構

造
方
法
と
す
る
こ
と
。

外
壁
の
構
造
は
第
一
号
イ
１
に
よ
る
こ
と
。

(1)
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階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

外
壁
に
接
す
る
壁
柱
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(3)

次
の
表
十
七

欄
に
掲
げ
る
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
及
び
同
表

欄
に
掲

壁
柱
の
長
さ
は
、

(ｲ)
げ
る
土
石
流
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

壁
柱
の
中
心
線
間
の
距
離
は
、
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(ﾛ)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と

(ﾆ)
壁
ば
り
の
せ
い
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
配
筋
は
複
筋
ば
り
と
し
、
配
筋
の
径
は
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト

(4)
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(5)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)
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基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
の
立
ち
上
が
り
高
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
引
張
鉄
筋
比
を
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
以

(ﾎ)
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)

表
十
七

(い)

(ろ)

(は)

土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大

土
石
流
の
高
さ

壁
柱
の
長
さ

き
さ

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

五
〇
以
下

一
・
〇
以
下

六
十

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

七
十
五

五
〇
を
超
え
一
〇
〇
以
下

一
・
〇
以
下

七
十
五
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二

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
土
石
流
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
破
壊
を
生

じ
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法

、

、

イ

土
石
流
に
よ
る
衝
撃
の
作
用
時
に

当
該
建
築
物
の
外
壁
等
に
生
ず
る
力
を
次
の
表
十
八
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し

当
該
外
壁
等
に
生
ず
る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
外
壁
等
（
当

該
外
壁
に
設
け
ら
れ
る
開
口
部
を
含
む

）
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

。

表

十

八荷
重
及
び
外
力
に
つ
い
て
想
定

一
般
の
場
合

第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

す
る
状
態

っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に

お
け
る
場
合

Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｄ

Ｇ
＋
Ｐ
＋

Ｓ
＋
Ｄ

土
石
流
に
よ
る
衝
撃
の
作
用
時

0.35

、

、

、

、

（

、

、

。）

こ
の
表
に
お
い
て

Ｇ

Ｐ

Ｓ
及
び
Ｄ
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
力

軸
方
向
力

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

せ
ん
断
力
等
を
い
う

を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｇ

第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
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Ｐ

第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｓ

第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｄ

土
石
流
に
よ
る
衝
撃
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

ロ

イ
の
土
石
流
に
よ
る
衝
撃
力
は
、
土
石
流
の
高
さ
以
下
の
部
分
に
作
用
す
る
力
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

数
値
は
土
石
流
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

外
壁
等
に
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
地
滑
り
（
以
下
単
に
「
地
滑
り
」
と
い
う

）
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用

。

し
た
場
合
に
お
い
て
も
破
壊
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
定
め
る
構
造
方
法
は
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
方
法

イ

外
壁
が
控
壁
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
壁
並
び
に
当
該
外
壁
を
支
え
る
控
壁
及
び
基
礎
を

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

１

外
壁
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
換
気
口
を
設
け
、
そ
の

(2)
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周
囲
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
補
強
筋
を
配
置
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
セ
ン

(3)
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(4)

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
十
九
に
掲
げ
る
当
該
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に

(5)
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
八
条
第
二
項
及
び
同
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
地
滑
り
地
塊

の
滑
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
土
石
等
の
移
動
に
よ
り
当
該
建
築
物
の
地
盤
面
に
接
す
る
部
分
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

当
該
力
が
建
築
物
に
作
用
す
る
場
合

れ
る
力
（
以
下
「
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大
き
さ
」
と
い
う

）
及
び

。

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た

の
土
石
等
の
高
さ
（
以
下
「
土
石
等
の
高
さ
」
と
い
う

）。

数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
求
め
た
配
筋
の
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
は
土
石
等
の
高
さ
以
上
の
高
さ
と
す
る
こ
と
。

( )6

(5)

表
十
九

外
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和

土
石
等
の
高
さ
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（
単
位

一
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下
w

0
.
1
5
9

w

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0
.
1
0
7

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
最
大
の
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と
。

(7)

２

控
壁
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
す
る
外
壁
の
裏
面
に
当
該
外
壁
に
対
し
垂
直
に
設
け
る
も
の

控
壁
は
地
滑
り

(3)
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と
し
、
当
該
控
壁
の
高
さ
は
１
の
構
造
方
法
を
用
い
る
外
壁
の
部
分
の
高
さ
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
。

控
壁
が
外
壁
に
接
着
す
る
部
分
の
中
心
距
離
は
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(4)

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
二
十
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大

(5)
き
さ
、
同
表
に
掲
げ
る
土
石
等
の
高
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
当
該
構
造
方
法
を
用
い
た
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

数
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た

表
二
十

控
壁
の
単
位
長
さ
あ
た
り
の
縦
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

一

堆
積
す
る
土
石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

w

1.291D

w

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

0.180D

こ
の
式
に
お
い
て
、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

D
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土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w

当
該
構
造
方
法
を
用
い
る
控
壁
の
突
出
し
た
長
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

D

厚
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
複
配
筋
の
場
合
に
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

( )6
以
上
と
す
る
こ
と
。

。

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
横
筋
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ
と

(7)

開
口
部
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(8)
３

基
礎
の
構
造
方
法

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2)

立
ち
上
が
り
部
の
厚
さ
は
、
外
壁
及
び
控
壁
の
厚
さ
以
上
と
す
る
こ
と
。

(3)

底
盤
の
厚
さ
は
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(4)

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
は
、
次
の
表
二
十
一
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大

(5)
き
さ
及
び
同
表
に
掲
げ
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
と
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
強
筋
と
し
て
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
横
に
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
間
隔
で
配
置
す
る
こ

( )6
と
。

表
二
十
一

移
動
す
る
土
石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

底
盤
の
単
位
幅
あ
た
り
の
鉄
筋
の
断
面
積
の
和
（
単
位

一
メ
ー
ト

ル
あ
た
り
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
以
下

w

1.070

一
・
〇
を
超
え
二
・
〇
以
下

w

0.150

こ
の
式
に
お
い
て
、

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

w

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大
き
さ
（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

w
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、

。

ロ

外
壁
が
控
壁
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

次
の
１
又
は

の
い
ず
れ
か
の
構
造
方
法
と
す
る
こ
と

２

（
２
に
よ
る
も
の
を
除
く

）
と
す
る
場
合
に
あ
っ

１

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

。

て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法

外
壁
の
構
造
は
第
一
号
イ

に
よ
る
こ
と
。

(1)

階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

柱
及
び
は
り
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
柱
及
び
は
り
の
寸
法
並
び
に
柱

(3)

を
、
次
の
表
二
十
二

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の

の
引
張
鉄
筋
の
比
及
び
は
り
の
引
張
鉄
筋
の
比

(い)

大
き
さ
及
び
同
表

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
及
び

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上

(ろ)

(は)

の
も
の
と
す
る
こ
と
。

柱
に
用
い
る
主
筋
は
四
本
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

柱
に
用
い
る
帯
筋
の
径
は
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
間
隔
は
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ

(ﾛ)
と
。は

り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)
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一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は

(ﾆ)
基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(4)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
の
立
ち
上
が
り
高
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
引
張
鉄
筋
比
を
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

(ﾎ)
と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)

表

二

十

二
(い)

(ろ)

(は)

(に)

土
石
等
の
移

土
石
等
の
高
さ

柱
の
小
径

は
り
の
せ
い

柱
の
引
張
鉄
筋

は
り
の
引
張
鉄

動
に
よ
る
力

（
単
位

メ
ー

（
単
位

パ
ー

（
単
位

パ
ー

の
比

筋
の
比
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の

大

き

さ

ト
ル
）

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）

（
単
位

パ
ー

（
単
位

パ

ー

（
単
位

一

セ
ン
ト
）

セ
ン
ト
）

平
方
メ
ー
ト

ル
に
つ
き
キ

ロ
ニ
ュ
ー
ト

ン
）

二
〇
以
下

〇･

五
以
下

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

二
九
以
下

〇
・
五
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

〇
・
六
以
下

四
〇
以
下

〇
・
六
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

〇
・
七
以
下

五
六
以
下

〇
・
七
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇
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〇
・
八
以
下

七
八
以
下

〇
・
八
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
〇

〇
・
九
以
下

一
〇
六
以
下

〇
・
九
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
四

〇
・
七
六

一
・
〇
以
下

一
五
〇
以
下

一
・
〇
を
超
え

三
十

三
十
五

〇
・
四
六

〇
・
七
六

一
・
一
以
下

２

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
構
造
を
壁
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造

方
法
と
す
る
こ
と
。

外
壁
の
構
造
は
第
一
号
イ
１
に
よ
る
こ
と
。

(1)

階
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(2)

外
壁
に
接
す
る
壁
柱
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(3)

壁
柱
の
長
さ
は
、
次
の
表
二
十
三

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大
き
さ
及

(ｲ)

(い)
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び
同
表

欄
に
掲
げ
る
土
石
等
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

欄
に
掲
げ
る
数
値
以
上

(ろ)

(は)

と
す
る
こ
と
。

壁
柱
の
中
心
線
間
の
距
離
は
、
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

(ﾛ)
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾆ)
壁
ば
り
の
せ
い
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
配
筋
は
複
筋
ば
り
と
し
、
配
筋
の
径
は
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

(4)
以
上
と
す
る
こ
と
。

基
礎
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

(5)

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
こ
と
。

(ｲ)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)

基
礎
の
底
面
は
地
表
よ
り
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
と
す
る
こ
と
。

(ﾊ)

基
礎
の
底
盤
の
厚
さ
は
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾆ)

基
礎
の
立
ち
上
が
り
高
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
引
張
鉄
筋
比
を
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

(ﾎ)
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と
す
る
こ
と
。

基
礎
ば
り
は
複
筋
ば
り
と
し
、
あ
ば
ら
筋
比
を
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
こ
と
。

(ﾍ)

表
二
十
三

(い)

(ろ)

(は)

土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大

土
石
等
の
高
さ

壁
柱
の
長
さ

き
さ

（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

（
単
位

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

二
〇
以
下

〇･
五
以
下

四
十
五

二
九
以
下

〇
・
五
を
超
え
〇
・
六
以
下

四
十
五

四
〇
以
下

〇
・
六
を
超
え
〇
・
七
以
下

四
十
五

五
六
以
下

〇
・
七
を
超
え
〇
・
八
以
下

六
十

七
八
以
下

〇
・
八
を
超
え
〇
・
九
以
下

六
十
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一
〇
六
以
下

〇
・
九
を
超
え
一
・
〇
以
下

六
十

一
五
〇
以
下

一
・
〇
を
超
え
一
・
一
以
下

六
十

二

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
滑
り
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
衝
撃
が
作
用
し
た
場
合
に
破
壊
を
生
じ
な
い
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
方
法

イ

地
滑
り
に
よ
る
土
圧
の
作
用
時
に
、
当
該
建
築
物
の
外
壁
等
に
生
ず
る
力
を
次
の
表
二
十
四
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算

し
、
当
該
外
壁
等
に
生
ず
る
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
八
節
第
四
款
の
規
定
に
よ
る
材
料
強
度
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
外
壁
等

（
当
該
外
壁
に
設
け
ら
れ
る
開
口
部
を
含
む

）
の
耐
力
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

。

表

二

十

四

荷
重
及
び
外
力
に
つ
い
て
想
定

一
般
の
場
合

第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

す
る
状
態

っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お

け
る
場
合

Ｇ
＋
Ｐ
＋
Ｌ

Ｇ
＋
Ｐ
＋

Ｓ
＋
Ｌ

地
滑
り
に
よ
る
土
圧
の
作
用
時

0.35

、

、

、

、

（

、

、

。）

こ
の
表
に
お
い
て

Ｇ

Ｐ

Ｓ
及
び
Ｌ
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
力

軸
方
向
力

曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト

せ
ん
断
力
等
を
い
う
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を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｇ

第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
固
定
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｐ

第
八
十
五
条
に
規
定
す
る
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｓ

第
八
十
六
条
に
規
定
す
る
積
雪
荷
重
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

Ｌ

土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力

、

、

ロ

イ
の
土
石
等
の
堆
積
に
よ
る
土
圧
力
は

土
石
等
の
高
さ
以
下
の
部
分
に
作
用
す
る
力
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
し

そ
の
数
値
は
土
石
等
の
移
動
に
よ
る
力
の
大
き
さ
に
イ
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
に
お
け
る
土
圧
分
布
係
数
を
乗
じ

て
得
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
土
圧
分
布
係
数
は
、
次
の
表
二
十
五
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算

す
る
も
の
と
す
る
。

表

二

十

五

Hs
h

－
Hs

a
＝

＜
Ｈ
の
場
合

Hs

h
Ｈ
－

Hs
a

＝

Ｈ
の
場
合

≧
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Hs

こ
の
式
に
お
い
て
、
ａ
、
Ｈ
、

及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Hs

ａ

土
圧
分
布
係
数

Ｈ

建
築
物
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
お
い
て
同
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

Hs
き
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
土
石
等
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

ｈ

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

第
四

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
条
の
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
土
石
等
の
高
さ
等
以
上
の
高
さ
の
門
又
は
塀
の
構
造
方
法

は
、
最
大
の
力
の
大
き
さ
又
は
力
の
大
き
さ
及
び
土
石
等
の
高
さ
等
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

一

自
然
現
象
が
傾
斜
地
の
崩
壊
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

二

自
然
現
象
が
土
石
流
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

三

自
然
現
象
が
地
滑
り
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
に
定
め
る
構
造
方
法
と
す
る
こ
と
。

附

則
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こ
の
告
示
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


